
 
瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金交付要綱  

  

令和５年４月１２日 

告 示 第 ８ ６ 号 

 

（目的）  

第１条  この要綱は、スマート農業や環境負荷の軽減に取り組む農

業者に対して、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助

金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付することよ

り、農業生産における省力化、効率化及び環境と調和のとれた地

域農業の持続的な発展を目指すことを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 

（１）税申告  法人税法（昭和４０年法律第３４号）第７４条によ

る確定申告、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第１２０条

による確定所得申告及び地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３１７条の２による市町村民税の申告をいう。  

（２）認定農業者  農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６

５号。以下「基盤強化法」という。）第１２条第１項による農

業経営改善計画を瑞穂町（以下「町」という。）が認定した者

（町を含む複数市町村にまたがる農業経営改善計画を東京都

又は国が一括して認定した場合を含む。）をいう。  

（３）認定新規就農者  基盤強化法第１４条の４第１項による青年

等就農計画を町が認定した者をいう。  

（補助金の交付対象者 ) 

第３条  補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれの要件

も満たす農業者とする。   

（１）町の区域内に住所を有する者で、第６条の規定による申請時

点で１年以上継続して事業を営んでいること。  

（２）直近の税申告（法人にあっては、第６条に規定する補助金の

交付申請を行う直前の事業年度における税申告とする。以下同

じ。）をした者のうち、農産物販売金額が年間５０万円以上で

あること。  



 
（３）町税（介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。）に滞

納がないこと。  

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくはその利

益となる活動を行う団体又は同条第６号に規定する暴力団員

でないこと。  

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊

営業又は金融・貸金業等、町が公的な補助対象として社会通念

上適切ではないと判断する業種を営む者でないこと。  

（６）補助金の交付後も営農を継続する意思があること。  

（７）国、東京都その他の公的な機関により、第６条に規定する補

助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

に対する補助等をこれまでに受けておらず、かつ、今後も受け

ないこと。  

 （補助金の交付対象事業）  

第４条  この要綱で補助の対象とする事業は、第１条に規定する目

的を達成しようとする事業であって、次に掲げる事業とする。  

（１）スマート農業推進事業   

（２）環境負荷軽減推進事業  

（補助金の補助対象経費及び補助金の額 )  

第５条  補助対象経費及び補助金の額は、別表第１及び別表第２に

定めるとおりとする。  

（補助金の申請 ) 

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、町長が指定する日までに、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽

減推進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、町長に申請しなければならない。  

（１）事業計画書  

（２）購入を予定している機器等の見積書、カタログ  

（３）誓約書（様式第２号）  

（４）直近の税申告に係る書類  

（５）前４号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  



 
（交付決定等）   

第７条  町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その

内容を審査の上、速やかに補助金の交付の可否を決定し、交付す

るものと決定したときは瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進

事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により、交付しないも

のと決定したときは瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業

補助金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知する

ものとする。  

２  町長は、第４条第１号で定める事業の審査を行うときは、瑞穂

町スマート農業推進事業専門家会議（瑞穂町スマート農業推進事

業専門家会議設置要領（令和５年告示第  号）に基づき設置する

会議をいう。）から意見を聴くものとする。  

（申請の撤回）  

第８条  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付され

た条件に対して異議があるときは、その交付決定の通知を受けた

日から１４日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなけれ

ばならない。  

（補助事業の変更等）  

第９条  補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更をしよ

うとするときは、あらかじめ瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減

推進事業補助金変更承認申請書（様式第５号）を町長に提出し、

承認を受けなければならない。  

（１）補助事業の内容を変更するとき。  

（２）事業費の２割を超える変更をするとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項を変更

するとき。  

２  町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適当と認める

場合は、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金変更

承認書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。  

（補助事業の中止等）  

第１０条  補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとす

るときは、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金事



 
業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）を町長に提出しなけれ

ばならない。  

２  町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適当と認める

場合は、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金事業

中止（廃止）変更承認書（様式第８号）により補助事業者に通知

するものとする。  

（補助事業遅延等の報告）  

第１１条  補助事業者は、補助事業が事業計画書に掲げる実施期間

内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の

遂行が困難となったときは、速やかに瑞穂町スマート農業・環境

負荷軽減推進事業補助金事業遅延等報告書（様式第９号）を町長

に提出し、その指示を受けなければならない。  

（状況報告）  

第１２条  補助事業者は、補助事業の遂行状況について、瑞穂町ス

マート農業・環境負荷軽減推進事業補助金事業遂行状況報告書（様

式第１０号）を町長が指定する日までに、町長に提出しなければ

ならない。  

（実績報告）  

第１３条  補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認

を受けた日から起算して１か月を超えない日又は補助事業の完了

の日若しくは廃止の承認を受けた日の属する年度の３月３１日の

いずれか早い日までに、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進

事業補助金実績報告書（様式第１１号）を町長に提出しなければ

ならない。  

（補助金の額の確定）  

第１４条  町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場

合は、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等によりそ

の報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を

確定し、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金額確

定通知書（様式第１２号）により補助事業者に通知するものとす

る。  

２  前項の確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに瑞穂町スマ



 
ート農業・環境負荷軽減推進事業補助金請求書（様式第１３号）

を町長に提出しなければならない。  

３  町長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、速やか

に補助金を交付するものとする。  

（是正のための措置）  

第１５条  町長は、前条第１項の規定による調査の結果、補助事業

の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合し

ないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、

これに適合させるための措置を命ずることができる。  

（交付決定の取消し等 ) 

第１６条  町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又

は補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を

命ずることができる。  

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）この要綱の規定に違反したとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が補助事業者に補助金を交

付することが不適当と認める事実があったとき。  

２  町長は、補助金の交付の決定の後、事情の変更により特別の必

要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部

分については、この限りでない。  

（補助金の返還）  

第１７条  町長は、前条の規定により、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る

部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、

期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

（違約加算金及び延滞金）  

第１８条  町長は、前条の規定により、補助事業者に対して補助金

の返還を命じたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納

付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を返還した

場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）に



 
つき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１０

０円未満の場合を除く。）を納付させることができる。  

２  町長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合におい

て、納期日までに返還金が納付されないときは、納期日の翌日か

ら納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９

５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除

く。）を納付させることができる。  

３  前２項に定める年当たりの割合は、閏年についても、３６５日

当たりの割合とする。  

（補助金の経理等）  

第１９条  補助事業者は、補助事業に係る経理についてその収支の

事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業

が終了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければな

らない。  

（報告）  

第２０条  補助事業者は、第４条第１号で定める事業の完了した日

の属する会計年度の翌年度から５年間、瑞穂町スマート農業・環

境負荷軽減推進事業過年度実績報告書（様式第１４号）を町長に

提出するものとする。  

（検査）  

第２１条  補助事業者は、町長が補助事業の運営、経理等の状況に

ついて検査を求めた場合又は補助事業について報告を求めた場合

には、これに応じなければならない。  

（財産管理及び処分の制限）  

第２２条  補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加

した機械装置等の財産（以下「取得財産等」という。）について、

その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければなら

ない。  

２  取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格

が５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取り壊し、又は担保に供しよ

うとするときは、瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補

助金財産処分承認申請書（様式第１５号）によりあらかじめ町長



 
の承認を受けなければならない。  

（補則）   

第２３条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必

要な事項は、瑞穂町補助金等交付規則（平成１８年規則第１１号）

に定めるところによる。  

 

   附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、告示の日から施行する。  

 （失効）  

２  この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日前にこの告示に基づき交付された補助金に関して、この

告示の失効後に必要となる実績報告、補助金の返還等の手続に関

しては、同日後もなおその効力を有する。  

 

 


